
令和５年５月公表分（県民局・地域事務所）　（業務委託）

1
備前県民局
農林水産事業部
農地農村計画課

国営造成施設県管理
費補助事業　児島湾
地区　児島湾締切堤
防樋門閘門操作等作
業委託

令 和 5 年 4 月 1 日
児島湾土地改良区
岡山市南区あけぼの町３－６

419,320,000

　当該団体は、国営事業により造成された児島湾締切堤防等の施設
の維持管理等を目的として土地改良法に基づき設立された公法人で
あり、児島湖及び周辺地域の複雑な農業用排水の水利事情等に精通
しており、他の団体では適切な業務の履行が困難である。
　また、昭和49年2月29日付け「児島湾締切堤防等の管理及び通行に
関する協定書」第2条第4項により、当該団体へ本件業務を委託する
こととなっており、競争入札に適しないため。

第２号

2
備前県民局
農林水産事業部
農地農村計画課

国営造成施設県管理
費補助事業　児島湾
地区　児島湾締切堤
防樋門操作支援シス
テムメンテナンス業
務

令 和 5 年 4 月 1 日
日本工営（株）
岡山市北区昭和町１１－５

1,353,000
　本件業務は、締切堤防樋門操作支援システムの維持・保守・点検
業務であり、業務の性質上、システムを開発・改良した業者と契約
しなければ、契約の目的を達することができないため。

第２号

3
備前県民局
岡山家畜保健衛生所
家畜保健衛生課

岡山家畜保健衛生所
浄化槽維持管理業務

令 和 5 年 4 月 1 日
（有）御津衛生センター
岡山市北区御津河内１２７６

1,071,380

　岡山県役務の提供の契約に係る入札参加資格者名簿に登載され、
御津地区を営業区域としているのは当該業者のみであり、競争入札
に適さないため。なお、当所開設以来適正に維持管理ができてお
り、信頼できる。

第２号

4
備前県民局
農林水産事業部
農地農村計画課

農村地域防災減災事
業（調査計画）　お
かやま第１３地区
防災重点農業用ため
池に係る劣化状況・
豪雨耐性評価業務

令 和 5 年 4 月 26 日
岡山県土地改良事業団体連合
会
岡山市北区内山下１－３－７

88,440,000

　本委託業務は、ため池管理者である市町との連携が必要不可欠で
ある。当該団体は市町を会員とする組織であり、その成果を基にし
たため池管理者との連携による迅速かつ効果的な防災工事等が期待
できる。また、「岡山ため池保全管理サポートセンター」を運営し
ており、市町等ため池管理者からの相談や現地調査を受けて技術的
な提案や助言を行うなど、改修や廃止に向けた取組が進むよう、市
町への支援を強化して本業務を適切に実施できる唯一の団体であ
り、競争入札に適さないため。

第２号

5
備前県民局
農林水産事業部
農地農村計画課

防災・減災緊急対策
事業  児島湾周辺地
区　児島湾締切堤防
樋門操作支援システ
ム改良業務

令 和 5 年 3 月 28 日
日本工営（株）
岡山市北区昭和町１１－５

2,497,000
　本件業務は、締切堤防樋門操作支援システムの改良業務であり、
業務の性質上、システムを開発・改良した業者と契約しなければ、
契約の目的を達することができないため。

第２号

6

備前県民局
建設部
旭川ダム統合管理事
務所

旭川ダム統合管理事
務所宿直警備委託

令 和 5 年 4 月 1 日 個人　計４名

平日
8,870円
土、日、祝日
17,740円

　本件業務は、ダム管理設備の安全性及び緊急時の連絡体制の確保
を目的とするものであり、その重要性において履行上の経験、信頼
性などが特に必要となることから、本件業務を確実に履行すること
ができるのは、過去の業務経験及び実績から当該個人のみであり、
契約の性質又は目的が、競争入札に適さないため。

第２号
単価契約
4,337,430円
一部非公表

備　 考事業実施課所 契約に係る業務名 契約締結年月日

地方自治
法施行令
第１６７
条の２第
１項中の
該当号

№
契約の相手方の
名称及び所在地

契約金額（円） 随意契約の理由
消費税額及び地方
消費税の額を含む。

1



備　 考事業実施課所 契約に係る業務名 契約締結年月日

地方自治
法施行令
第１６７
条の２第
１項中の
該当号

№
契約の相手方の
名称及び所在地

契約金額（円） 随意契約の理由
消費税額及び地方
消費税の額を含む。

7

備前県民局
建設部
旭川ダム統合管理事
務所

単県　ダム施設管理
委託（流入予測シス
テム年間保守業務）

令 和 5 年 4 月 1 日

（一財）日本気象協会　関西
支社
大阪府大阪市中央区南船場２
－３－２

2,365,000

　本件業務は、流入予測システムを用いた予測雨量の提供、当該シ
ステムの異常監視(障害対応を含む)の実施、実績洪水に基づいた精
度の検証を行うものであるが、本業務を遂行できるのは、当該シス
テムを構築し、そのサーバを社内で管理している当該団体のみであ
り、競争入札に適さないため。

第２号

8
備前県民局
建設部
宇野港管理事務所

宇野港海面清掃及び
陸上部清掃業務

令 和 5 年 4 月 1 日
（公社）宇野清港会
玉野市宇野１－１８－１５

12,408,000

　当該団体は、宇野港及び付近水面並びに公共港湾用地の清掃業務
を行う目的で、玉野市観光協会・宇野地区事業者が会員となって設
立した非営利団体であるが、本件業務はその特殊性から、経験や知
識が特に必要であることから、本件業務を遂行できるのは宇野港の
海上交通、海域の状況に熟知した当該団体のみであり、競争入札に
適さないため。

第２号

9
備前県民局
建設部
宇野港管理事務所

宇野港フェリーター
ミナル可動橋保守点
検業務

令 和 5 年 4 月 1 日
三井造船特機エンジニアリン
グ（株）
玉野市玉３－１－１

2,200,000

　本件業務は、フェリーの運航に支障をきたさないように、緊急時
の対応を行う必要があるなど、業務履行上の経験や知識を特に必要
とする業務であるため、本件業務を遂行できるのは設備の構造等に
精通している当該業者のみであり、競争入札に適さないため。

第２号

10
備前県民局
建設部
宇野港管理事務所

宇野港港湾水門管理
委託

令 和 5 年 4 月 1 日
玉野市
玉野市宇野１－２７－１

1,166,220

　水門等の管理は、治水上、公共性が極めて高く、かつ潮位の変化
に対し迅速な対応が必要となるが、当該業務を適切、かつ確実に実
施できるのは、水門が存する玉野市のみであり、競争入札に適さな
いため。

第２号

11
備前県民局
建設部
宇野港管理事務所

宇野港玉地区、及び
岡山港鉾立地区小型
船舶係留施設管理業
務

令 和 5 年 4 月 1 日
たまの（漁協）
玉野市田井５－４７－２

○キャビン無し
１隻あたり
　6m未満2,310円
　6m以上3,300円
○その他船舶
１隻あたり
　6,710円

　本件業務は、施設の点検、係留状態確認、必要な措置等であり、
船舶及び係留施設等の構造の熟知が必要であるが、当該団体は、地
元漁業共同組合であり、日頃から船舶を扱っており、本件業務に必
要な技術、知識、経験、更には施設周辺の局地的な地理・気象状況
等にも精通した唯一の団体であり、契約の性質又は目的が、競争入
札に適さないため。

第２号
単価契約
6,602,640円

12
備前県民局
建設部
宇野港管理事務所

山田港胸上地区小型
船舶係留施設管理業
務

令 和 5 年 4 月 1 日
胸上（漁協）
玉野市胸上１８０８

キャビン無し
１隻あたり
6m未満2,310円
6m以上3,300円

　本件業務は、施設の点検、係留状態確認、必要な措置等であり、
船舶及び係留施設等の構造の熟知が必要であるが、当該団体は、地
元漁業共同組合であり、日頃から船舶を扱っており、本件業務に必
要な技術、知識、経験、更には施設周辺の局地的な地理・気象状況
等にも精通した唯一の団体であり、契約の性質又は目的が、競争入
札に適さないため。

第２号
単価契約
4,324,320円

13
備前県民局
建設部
宇野港管理事務所

宇野港田井地区タイ
ヤマウント式ジブク
レーン維持管理業務

令 和 5 年 4 月 1 日
（株）三井Ｅ＆Ｓ
東京都中央区築地５－６－４

5,345,780

　本件業務は、利用者に支障をきたさないように、緊急時に早期対
応を行う必要があるなどの施設の特殊性から、業務履行上の経験や
知識を特に必要とする業務であるため、業務を遂行できるのは、設
備の構造等を熟知している当該業者のみであり、競争入札に適さな
いため。

第２号
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備　 考事業実施課所 契約に係る業務名 契約締結年月日

地方自治
法施行令
第１６７
条の２第
１項中の
該当号

№
契約の相手方の
名称及び所在地

契約金額（円） 随意契約の理由
消費税額及び地方
消費税の額を含む。

14
備前県民局
建設部
岡山港管理事務所

岡山港（高島地区・
福島地区）港湾施設
の清掃業務　　委託

令 和 5 年 4 月 1 日
岡山清港会
岡山市南区築港元町８－５０

1,540,000

　当該団体は、港湾清掃を目的に、昭和48年に国（当時、中国海運
局）の指導に基づき、岡山土木事務所岡山港分室が岡山港に関連す
る企業に要請して結成された団体であり、当該港湾の状況及び業務
内容に精通しており、本件業務を委託できるのは当該団体のみであ
り、契約の性質又は目的が競争入札に適さないため。

第２号

15
備前県民局
建設部
岡山港管理事務所

岡山港旭川地区京橋
管理道通行制限業務
委託

令 和 5 年 4 月 1 日
（株）難波建工
岡山県岡山市北区岡南町１－
４－２０

○潮位監視及び現
地確認、通行制限
及び通行解除
　・業務実施時間
の全部が8時以降22
時までの場合
15,400円
　・業務実施時間
の全部又は一部が
22時以降8時までの
場合　22,000円
○県の指示による
現地確認、通行制
限及び通行解除
　8,800円

　本件業務は、水位の監視や通行制限業務を実施することにより、
道路冠水時に人命を守るという極めて重大なものであり、24時間体
制で、迅速、安全に実施する必要があるが、当該業者は、京橋管理
道の直近に会社があり、従来から当該業務を遂行しており、このよ
うな条件を満たすのは当該業者のみであり、契約の性質又は目的が
競争入札に適さないため。

第２号
単価契約
2,010,800円

16
備前県民局
建設部
岡山港管理事務所

小型船舶係留施設管
理業務

令 和 5 年 4 月 1 日
朝日（漁協）
岡山市東宝伝３８２６－１８

小型係留船舶
１隻あたり
3,300円

　当該団体は、水産業協同組合法に基づいた組織であり、船舶の専
門知識を有し、施設の場所や状況等を熟知している。また異常時に
迅速な対応が可能な唯一の団体であり、契約の性質又は目的が競争
入札に適さないため。

第２号
単価契約
2,178,000円

17
備前県民局
健康福祉部
検査課

液体クロマトグラフ
質量分析計保守点検
業務

令 和 5 年 4 月 1 日
新青山（株）
岡山市南区西市１１４－８

1,522,290

 当該装置は微量化学物質を測定する特殊な装置であり、その保守管
理は、専門的技術及び修理に要する高度なノウハウを持つ製造メー
カー、及び当該機器の購入先である代理店のみが遂行可能である。
当該業者は、当該装置の製造メーカーの県内唯一の代理店であり、
契約の性質又は目的が競争入札に適さないため。

第２号

18
備前県民局
健康福祉部
検査課

ガスクロマトグラフ
質量分析計保守点検
業務

令 和 5 年 4 月 1 日
（株）日進機械岡山支店
岡山市南区泉田２－１－８

1,188,000

 当該装置は微量化学物質を測定する特殊な装置であり、その保守管
理は、専門的技術及び修理に要する高度なノウハウを持つ製造メー
カー、及び当該機器の購入先である代理店のみが遂行可能である。
当該業者は、当該装置の製造メーカーの県内唯一の代理店であり、
契約の性質又は目的が競争入札に適さないため。

第２号

3



備　 考事業実施課所 契約に係る業務名 契約締結年月日

地方自治
法施行令
第１６７
条の２第
１項中の
該当号

№
契約の相手方の
名称及び所在地

契約金額（円） 随意契約の理由
消費税額及び地方
消費税の額を含む。

19

備前県民局農林水産
事業部
東備地域農地農村整
備室

国営造成施設県管理
費補助事業　吉井川
地区　新田原井堰操
作等委託作業

令 和 5 年 4 月 1 日
吉井川下流土地改良区
備前市坂根１５－４

92,620,000

　本業務は、国営吉井川農業水利事業により造成され、県が国から
管理を受託している一級河川吉井川の主要地点に設置された大規模
頭首工である新田原井堰等の日常の監視、施設操作及び保守・点検
整備等を委託するものである。本業務を適切かつ円滑に行うため、
周辺地域の水利事情等に精通して利水者等相互間の調整を円滑に行
うことができ、また、施設の状況を詳細に把握して老朽化等に伴う
機器故障など不測の事態への対応を適切に行うことができる吉井川
下流土地改良区に本業務を委託する。

第２号

20 備前県民局建設部
東備地域管理課

小型船舶係留施設管
理業務

令 和 5 年 4 月 1 日
日生町漁業協同組合
備前市日生町日生８０１－４

1隻あたり基本
3,300/月
船長6m未満船室な
し
2,310/月
その他
6,710/月

　管理業務の目的を達成するに当たり、船舶の管理に関する専門知
識を有し、港湾施設の状況や現地の気象に関する情報を把握し、施
設の管理を適切に行うことが出来る者と契約する必要があり、業務
の性質上競争入札に適しないものであるため。

第２号
単価契約
1,970,430円

21 備前県民局建設部
東備地域管理課

小型船舶係留施設管
理業務

令 和 5 年 4 月 1 日
伊里漁業協同組合
備前市穂浪２８３７－５

1隻あたり基本
3,300/月
船長6m未満船室な
し
2,310/月
その他
6,710/月

　管理業務の目的を達成するに当たり、船舶の管理に関する専門知
識を有し、港湾施設の状況や現地の気象に関する情報を把握し、施
設の管理を適切に行うことが出来る者と契約する必要があり、業務
の性質上競争入札に適しないものであるため。

第２号
単価契約
2,391,840円

22
備前県民局建設部
東備地域管理課

東備港明石埠頭制限
区域警備業務

令 和 5 年 4 月 1 日
（株）山陽セフティ
岡山市北区西長瀬１２０６－
７

5,012,580
　警備体制の特殊性から契約相手先が一者に限られ、業務の性質
上、
競争入札に適しないものであるため。

第２号

23
備前県民局建設部
東備地域管理課

水門・樋門等標準管
理業務

令 和 5 年 4 月 1 日
赤磐市
赤磐市下市３４４

1,766,400
　水防法第３条により市町村はその区域における水防を果たす責任
を有しており、県管理水門等については市町村に操作・管理を委託
するのが適当であるため。

第２号

24
備前県民局建設部
東備地域管理課

水門・樋門等標準管
理業務

令 和 5 年 4 月 1 日
和気町
和気町尺所５５５

1,052,800
　水防法第３条により市町村はその区域における水防を果たす責任
を有しており、県管理水門等については市町村に操作・管理を委託
するのが適当であるため。

第２号

4



備　 考事業実施課所 契約に係る業務名 契約締結年月日

地方自治
法施行令
第１６７
条の２第
１項中の
該当号

№
契約の相手方の
名称及び所在地

契約金額（円） 随意契約の理由
消費税額及び地方
消費税の額を含む。

25
備前県民局
八塔寺川ダム管理事
務所

八塔寺川ダム環境整
備施設管理業務

令 和 5 年 4 月 1 日
備前市
備前市東片上１２６

3,784,000

　本ダム貯水池周辺の環境整備施設については、平成２年４月１日
付け「八塔寺川ダムの管理に関する協定書」第５条に基づき、その
大部分を備前市が管理し、また、残りの八塔寺川ダム管理事務所周
辺部分を本県が管理するものとされており、本県管理部分を備前市
に管理委託することにより、環境整備施設全体に調和がとれ、地域
に密着した管理、利用促進を効率的に行うことができる。
　このため、本業務を適正かつ円滑に遂行できるのは、公共性・信
頼性のある備前市において他にないことから、随意契約を締結する
ものである。

第２号

26
備前県民局
八塔寺川ダム管理事
務所

八塔寺川ダムテレ
メータ放流警報設備
保守点検業務

令 和 5 年 4 月 1 日

東芝通信インフラシステムズ
（株）関西支店
大阪府大阪市中央区本町４－
２－１２

2,497,000

　本設備は、電気機械設備と、これを監視制御する電子機器により
構成されているが、電子機器は組み込まれた開発メーカー独自のシ
ステムと一体で動作するものであり、また、保守点検に製造者の保
有する独自プログラムを必要とするなどの特殊性を備えていること
から、本設備の製造・施工業者である左記業者以外の者は本業務の
目的を達成できないため、随意契約を行うものである。

第２号

27
備前県民局
八塔寺川ダム管理事
務所

八塔寺川ダム管理制
御処理設備保守点検
業務

令 和 5 年 4 月 1 日

パナソニックコネクト（株）
現場ソリューションカンパ
ニー
西日本社
大阪府大阪市淀川区宮原４－
５－４１

1,034,000

　本設備は、電子計測機器、諸機械設備の監視制御機器及びこれら
の諸量処理装置等の複数のコンピュータから構成されており、本業
務には、これらの電子機器に組み込まれた開発メーカー独自のシス
テムについて製造者のみが有する知識が不可欠である。ついては、
本設備の製造・施工業者であり本業務内容に精通した左記事業者以
外の者が本業務を行うことが出来ないため、随意契約を行うもので
ある。

第２号

28
備前県民局
八塔寺川ダム管理事
務所

八塔寺川ダム管理事
務所宿日直警備業務

令 和 5 年 4 月 1 日 個人３名 4,337,430

　本業務は、ダム管理事務所職員が行うダム管理業務の一部を、職
員が不在の場合に、これに代わって行うものであり、契約者はダム
近傍に在住し、近隣地域の行政、地理等の状況に精通し、またダム
管理の重要性を理解し、且つ信頼のおける者でなければならないこ
とから、本業務に携わった経歴を有し、信頼できる左記３名と随意
契約を行うものである。

第２号 一部非公開

29
備中県民局建設部管
理課

溜川排水機場等運転
及び保全業務

令 和 5 年 4 月 1 日
渡辺機工（株）
岡山市北区磨屋町１－６

28,600,000

　当業務は、大雨・高潮などの際に浸水被害を防止するため、複数
の市町との連携が必要であり、同時にかんがい用水に必要な水位を
保つため、農業土木委員からの指示により、水位調整を行うなどの
煩雑な業務を適切に遂行できる業者は左記業者のみである。

第２号

30
備中県民局農林水産
事業部農地農村計画
課

令和５年度土地改良
施設管理費事業（県
営造成施設）　高梁
川合同堰地区　樋門
操作等業務

令 和 5 年 4 月 1 日
高梁川用水土地改良区
総社市門田２８３

2,078,085
　本業務は岡山県が管理する高梁川合同堰の管理、樋門操作等を行
う重要かつ特殊な業務であり、その性質上入札に適さない。

第２号

5



備　 考事業実施課所 契約に係る業務名 契約締結年月日

地方自治
法施行令
第１６７
条の２第
１項中の
該当号

№
契約の相手方の
名称及び所在地

契約金額（円） 随意契約の理由
消費税額及び地方
消費税の額を含む。

31
備中県民局
水島港湾事務所
維持管理課

港湾緑地管理業務委
託
(憩いの森･2号緑地･
玉島川崎みなと公園･
他）

令 和 5 年 4 月 1 日
(公財)倉敷市シルバー
人材センター
倉敷市笹沖９－１

2,044,350
　非営利団体であり、経済的な利益を見込む私企業に比べて管理経
費などの費用を削減できると判断されるため。

第７号

32
備中県民局
水島港湾事務所
維持管理課

港湾緑地管理業務委
託
(玉島4号緑地・ｵｰｽﾄﾗ
ﾘｱ園
ｴﾝﾄﾗﾝｽｸﾞﾘｰﾝ他）

令 和 5 年 4 月 1 日
(公財)倉敷市シルバー
人材センター
倉敷市笹沖９－１

2,939,475
　非営利団体であり、経済的な利益を見込む私企業に比べて管理経
費などの費用を削減できると判断されるため。

第７号

33
備中県民局
水島港湾事務所
維持管理課

沙美海岸環境整備施
設維持管理業務委託

令 和 5 年 4 月 1 日
倉敷市
倉敷市西中新田６４０

2,649,900

　本業務は、県と倉敷市が昭和57年3月13日付けで締結した「覚書」
第6条第1項により、沙美海岸環境整備施設のうち駐車場、緑地等の
利用施設は、県から管理委託を受けて倉敷市が行うこととしている
ものであり、地域の実情に即した適切な管理を行え、平素からの効
率的かつ責任のある管理体制を確立できるのは倉敷市以外にいない
ため。

第２号

34
備中県民局
水島港湾事務所
維持管理課

清掃船管理運営委託 令 和 5 年 4 月 1 日
水島清港会
倉敷市水島福崎町１－１２

5,802,500
　左記業者は、水島港及びその付近水面並びに公共港湾用地の清掃
業務を行う目的で県・市・水島地区事業者が会員となって設立した
団体であるため。

第２号

35
備中県民局
水島港湾事務所
維持管理課

港内清掃委託 令 和 5 年 4 月 1 日
水島清港会
倉敷市水島福崎町１－１２

1,320,000
　左記業者は、水島港及びその付近水面並びに公共港湾用地の清掃
業務を行う目的で県・市・水島地区事業者が会員となって設立した
団体であるため。

第２号

36
備中県民局
水島港湾事務所
維持管理課

漁港水門看守業務委
託

令 和 5 年 4 月 1 日 個人 1,710,000

　地域の内水排除に係る経験に裏打ちされた専門的知識と特殊な設
備機器の操作を要する熟練した技能を持ち、業務内容に精通した適
正な水門操作及び管理を行うことができるのは左記団体のみである
ため。

第２号 一部非公表

37
備中県民局
水島港湾事務所
維持管理課

漁港水門看守業務委
託

令 和 5 年 4 月 1 日 個人 1,710,000

　地域の内水排除に係る経験に裏打ちされた専門的知識と特殊な設
備機器の操作を要する熟練した技能を持ち、業務内容に精通した適
正な水門操作及び管理を行うことができるのは左記団体のみである
ため。

第２号 一部非公表

6



備　 考事業実施課所 契約に係る業務名 契約締結年月日

地方自治
法施行令
第１６７
条の２第
１項中の
該当号

№
契約の相手方の
名称及び所在地

契約金額（円） 随意契約の理由
消費税額及び地方
消費税の額を含む。

38
備中県民局
水島港湾事務所
維持管理課

港湾水門看守業務委
託

令 和 5 年 4 月 1 日
南畝地区排水機場管理組合
倉敷市中畝６－９－６

1,710,000

　地域の内水排除に係る経験に裏打ちされた専門的知識と特殊な設
備機器の操作を要する熟練した技能を持ち、業務内容に精通した適
正な水門操作及び管理を行うことができるのは左記団体のみである
ため。

第２号

39
備中県民局
水島港湾事務所
維持管理課

港湾水門看守業務委
託

令 和 5 年 4 月 1 日
坂田町排水機場管理組合
倉敷市玉島乙島７４７１－６
３４

1,578,700

　地域の内水排除に係る経験に裏打ちされた専門的知識と特殊な設
備機器の操作を要する熟練した技能を持ち、業務内容に精通した適
正な水門操作及び管理を行うことができるのは左記団体のみである
ため。

第２号

40
備中県民局
水島港湾事務所
維持管理課

港湾水門看守業務委
託

令 和 5 年 4 月 1 日 個人 1,183,800

　地域の内水排除に係る経験に裏打ちされた専門的知識と特殊な設
備機器の操作を要する熟練した技能を持ち、業務内容に精通した適
正な水門操作及び管理を行うことができるのは左記団体のみである
ため。

第２号 一部非公表

41
備中県民局
水島港湾事務所
維持管理課

児島観光港施設維持
管理業務委託

令 和 5 年 4 月 1 日
瀬戸大橋観光船協会
倉敷市児島駅前町３－２３

2,398,000
　左記業者は、桟橋等の港湾施設の状況に詳しく、児島観光港内に
事務所を有し業務に臨機応変に迅速、的確に業務に当たることがで
きる唯一の業者であるため。

第２号

42
備中県民局
水島港湾事務所
維持管理課

小型船舶係留施設
管理業務委託
（水島港玉島乙島・
柏島地区）

令 和 5 年 4 月 1 日
寄島町漁業協同組合
乙島漁業支所
倉敷市玉島乙島８２２９

(1)ﾌﾟﾚｼﾞｬｰﾎﾞｰﾄ月
3,000円(6m未満の
もの)月2,100円
(2)その他の船舶月
6,100円

　船舶に関する技術経験等を有し、地先の水域等の状況に精通して
いるのは地元漁業協同組合であるため。

第２号 単価契約　6,969,600円

43
備中県民局
水島港湾事務所
維持管理課

小型船舶係留施設
管理業務委託
（沙美漁港）

令 和 5 年 4 月 1 日
黒崎連島漁業協同組合
倉敷市玉島黒崎５４６８

(1)ﾌﾟﾚｼﾞｬｰﾎﾞｰﾄ月
3,000円(6m未満の
もの)月2,100円
(2)その他の船舶月
6,100円

　船舶に関する技術経験等を有し、地先の水域等の状況に精通して
いるのは地元漁業協同組合であるため。

第２号 単価契約　2,415,600円

44
備中県民局
水島港湾事務所
維持管理課

小型船舶係留施設
管理業務委託
（水島港玉島乙島西
地区）

令 和 5 年 4 月 1 日
寄島町漁業協同組合
乙島漁業支所
倉敷市玉島乙島８２２９

(1)ﾌﾟﾚｼﾞｬｰﾎﾞｰﾄ月
3,000円(6m未満の
もの)月2,100円
(2)その他の船舶月
6,100円

　船舶に関する技術経験等を有し、地先の水域等の状況に精通して
いるのは地元漁業協同組合であるため。

第２号 単価契約　6,534,000円

7



備　 考事業実施課所 契約に係る業務名 契約締結年月日

地方自治
法施行令
第１６７
条の２第
１項中の
該当号

№
契約の相手方の
名称及び所在地

契約金額（円） 随意契約の理由
消費税額及び地方
消費税の額を含む。

45
備中県民局
水島港湾事務所
維持管理課

小型船舶係留施設
管理業務委託
（児島港萱刈地区）

令 和 5 年 4 月 1 日
児島漁協協同組合
倉敷市大畠１－１７０６－２

(1)ﾌﾟﾚｼﾞｬｰﾎﾞｰﾄ月
3,000円(6m未満の
もの)月2,100円
(2)その他の船舶月
6,100円

　船舶に関する技術経験等を有し、地先の水域等の状況に精通して
いるのは地元漁業協同組合であるため。

第２号 単価契約　3,960,000円

46
備中県民局
水島港湾事務所
維持管理課

小型船舶係留施設
管理業務委託
（児島港琴浦地区）

令 和 5 年 4 月 1 日
児島漁協協同組合
倉敷市大畠１－１７０６－２

(1)ﾌﾟﾚｼﾞｬｰﾎﾞｰﾄ月
3,000円(6m未満の
もの)月2,100円
(2)その他の船舶月
6,100円

　船舶に関する技術経験等を有し、地先の水域等の状況に精通して
いるのは地元漁業協同組合であるため。

第２号 単価契約　3,326,400円

47
備中県民局
水島港湾事務所
維持管理課

小型船舶係留施設
管理業務委託
（児島港琴浦地区第
２）

令 和 5 年 4 月 1 日
児島漁協協同組合
倉敷市大畠１－１７０６－２

(1)ﾌﾟﾚｼﾞｬｰﾎﾞｰﾄ月
3,000円(6m未満の
もの)月2,100円
(2)その他の船舶月
6,100円

　船舶に関する技術経験等を有し、地先の水域等の状況に精通して
いるのは地元漁業協同組合であるため。

第２号 単価契約　9,583,200円

48
備中県民局
水島港湾事務所
企画審査課

港湾施設総合管理シ
ステム保守

令 和 5 年 4 月 1 日

中電技術コンサルタント
（株）
岡山支社
岡山市北区東島田１－８－１
０

1,815,000
　当該システムを設計・構築しシステムを熟知している業者以外に
おいて当業務を行うことは困難であるため。

第２号

49
備中県民局
水島港湾事務所
総務課

水島港湾事務所庁舎
警備業務

令 和 5 年 4 月 1 日
セコム（株）
東京都渋谷区神宮前１－５－
１

1,056,000

　当事務所にはすでにセコム（株）の警備装置が設置されているた
め、業者変更があった場合、警備機器の変更により高額になると考
えられる。また、機器変更の際、夜間休日警備に空白期間が生じ、
その間職員による当直作業が必要となる等の不都合が生じると考え
られるため。

第６号

50

備中県民局
農林水産事業部
井笠地域農地農村整
備室

法面観測業務 令 和 5 年 4 月 1 日

（株）エイト日本技術開発中
国支社
岡山市北区津島京町３－１－
２１

5,390,000

　地方創生道整備推進交付金（広域農道）井原芳井2期地区の工事現
場において、令和2年7月の長雨により地山斜面に地すべりの兆候が
見られたため、地質調査を行い、孔内傾斜計等で観測を行ってい
る。斜面崩落が発生した場合、広域農道直下を通る県道芳井油木線
を通行する人や車両に危険を及ぼすこととなるため、令和2年度に、
伸縮計、監視システム、監視カメラ等を設置し現在継続して、観測
および監視を行っている。競争入札に付し他社が落札した場合、現
在のシステムを改修する必要があり、観測及び監視ができない期間
が発生するため、前年度委託契約を行った業者と契約を行う。

第２号

8



備　 考事業実施課所 契約に係る業務名 契約締結年月日

地方自治
法施行令
第１６７
条の２第
１項中の
該当号

№
契約の相手方の
名称及び所在地

契約金額（円） 随意契約の理由
消費税額及び地方
消費税の額を含む。

51

備中県民局
農林水産事業部
井笠地域農地農村整
備室

仮設物管理業務 令 和 5 年 4 月 1 日
（株）小田組
井原市芳井町川相２３０－２

6,050,000
　本業務は、地方創生道整備推進交付金（広域農道）井原芳井2期区
地内に設置した仮設防護柵の管理を行うものであり、現在履行中の
相手方以外の者に履行させることが不利となるため。

第６号

52

備中県民局
農林水産事業部
井笠地域農地農村整
備室

仮設物管理業務 令 和 5 年 4 月 1 日
（株）小田組
井原市芳井町川相２３０－２

8,030,000
　本業務は、地方創生道整備推進交付金（広域農道）井原芳井2期区
地内に設置した仮設防護柵の管理を行うものであり、現在履行中の
相手方以外の者に履行させることが不利となるため。

第６号

53

備中県民局
農林水産事業部
井笠地域農地農村整
備室

仮設物管理業務 令 和 5 年 4 月 1 日
（株）小田組
井原市芳井町川相２３０－２

8,030,000
　本業務は、地方創生道整備推進交付金（広域農道）井原芳井2期区
地内に設置した仮設防護柵の管理を行うものであり、現在履行中の
相手方以外の者に履行させることが不利となるため。

第６号

54

備中県民局
農林水産事業部
井笠地域農地農村整
備室

仮設物管理業務 令 和 5 年 4 月 1 日
（株）小田組
井原市芳井町川相２３０－２

9,240,000
　本業務は、地方創生道整備推進交付金（広域農道）井原芳井2期区
地内に設置した仮設防護柵の管理を行うものであり、現在履行中の
相手方以外の者に履行させることが不利となるため。

第６号

55

備中県民局
農林水産事業部
井笠地域農地農村整
備室

仮設物管理業務 令 和 5 年 4 月 1 日
（株）小田組
井原市芳井町川相２３０－２

1,760,000
　本業務は、地方創生道整備推進交付金（広域農道）井原芳井2期区
地内に設置した仮設防護柵の管理を行うものであり、現在履行中の
相手方以外の者に履行させることが不利となるため。

第６号

56
備中県民局
建設部
井笠地域管理課

鳴滝水門看守業務 令 和 5 年 4 月 1 日
（株）竹本組
浅口市寄島町１２１５５－５
４

1,980,000

　水門看守業務は、潮位の変化に応じて水門の開閉等を実施するも
ので、業務履行上の経験や知識を特に必要とし、業務に精通した者
に業務を行わせる必要があることから、地元に所在する者で、地元
市町村の長から推薦のあった者を選定し、委託するものであり、契
約の性質又は目的が競争入札に適さない。

第２号

57
備中県民局
建設部
井笠地域管理課

新川水門看守業務 令 和 5 年 4 月 1 日 個人１名 1,160,000

　水門看守業務は、潮位の変化に応じて水門の開閉等を実施するも
ので、業務履行上の経験や知識を特に必要とし、業務に精通した者
に業務を行わせる必要があることから、地元に所在する者で、地元
市町村の長から推薦のあった者を選定し、委託するものであり、契
約の性質又は目的が競争入札に適さない。

第２号 一部非公表

9



備　 考事業実施課所 契約に係る業務名 契約締結年月日

地方自治
法施行令
第１６７
条の２第
１項中の
該当号

№
契約の相手方の
名称及び所在地

契約金額（円） 随意契約の理由
消費税額及び地方
消費税の額を含む。

58
備中県民局
建設部
井笠地域管理課

笠岡港港町地区小型
船舶係留施設管理委
託

令 和 5 年 4 月 1 日
笠岡地区漁業連絡協議会
笠岡市中央町１－１

プレジャーボート
・月2,200円/隻
・月1,500円/隻
（6M未満で船室等
を設けないもの）
※上記単価は消費
税額及び地方消費
税額を含まない。

　本委託業務は、施設の点検、係留状態確認、不具合がある場合の
必要な措置等があり、業務遂行には、船舶の運航管理及び係留施設
等に関する知識、技術を用いて異常を早期に察知できる熟練度、特
に施設及び係留状況の異常を発見した際の応急措置等には、船舶、
施設を扱う技術、知識、経験等が不可欠であり、その業務の性質、
特殊性から内容が競争入札に適さない。
当該業者は地元漁業協同組合で構成され、所属する人員は皆、業務
上日頃から船舶を運航管理しており、当該業務に必要な技術、知
識、経験、更には施設周辺の局地的な地理・気象状況等にも精通し
ており、適正な管理が期待できる唯一の業者である。当該業者は、
平成14年の供用開始以来同請負を確実、誠実に履行した実績を有す
る信頼できる相手方であり、また、他に選定できる業者がない。

第２号
単価契約
2,922,480円以内

59
備中県民局
高梁川ダム統合管理
事務所

河本ダム宿直警備業
務

令 和 5 年 4 月 1 日 （個人）計３名 8870（円/日）

　ダム等の重要施設においては、管理体制の強化が図られていると
ころであり、夜間・休日における警備等の要員は、ダム管理区内に
おける不審者発見時や、ダムコンの異常時、ダム水文異常発生時に
速やかにダム管理職員に通報するなどの迅速な行動を行える沈着冷
静な人材を配置する必要があるため。

第2号
単価契約
（一部公表）
4,337,430

60
備中県民局
高梁川ダム統合管理
事務所

千屋ダム宿直警備業
務

令 和 5 年 4 月 1 日 （個人）計３名 8870（円/日）

　ダム等の重要施設においては、管理体制の強化が図られていると
ころであり、夜間・休日における警備等の要員は、ダム管理区内に
おける不審者発見時や、ダム諸設備の異常時、ダム水文異常発生時
に速やかにダム管理職員に通報するなどの迅速な行動を行える沈着
冷静な人材を配置する必要があるため。

第2号
単価契約
（一部公表）
4,337,431

61
美作県民局
地域政策部
地域づくり推進課

美作県民局広報事業
(ラジオ番組「美作国
からBurariほっと情
報」の制作・放送)

令 和 5 年 4 月 1 日
ＲＳＫ山陽放送（株）
岡山市北区天神町９－２４

2,420,000

　本業務は、ＡＭラジオ放送により、県民局の行政情報や管内の観
光イベント等を定期的にＰＲするものであるが、現在県下全域を放
送エリアとした民間中波ラジオ番組を制作・放送できるラジオ局は
当該事業者のみであることから、契約の相手方が特定され、契約の
性質又は目的が競争入札に適さないため。

第 ２ 号

62
美作県民局
地域政策部
地域づくり推進課

ラジオを活用した関
西に向けた美作地域
広報事業

令 和 5 年 4 月 3 日

（株）神戸新聞社事業者　本
社
兵庫県神戸市中央区東川崎町
１－５－７
神戸情報ビル８階

4,070,000

　岡山県観光動態調査(令和３年)によると、県外からの観光客数(県
全体)で最も多いのは関西圏の2,069千人（構成比40.1％）となって
おり、その中でも兵庫県が1,032千人、次いで大阪府が717千人と２
府県で関西圏の約85％を占めていることから、２府県の観光客をい
かに美作地域に誘客するかが課題となっている。
　「ラジオ関西」は、兵庫県内に本社を置く唯一の民放・ＡＭラジ
オ局であり、兵庫県及び大阪府内での聴取率が高く、放送エリアが
２府４県以上（エリア人口約2,600万人）であり、関西圏に効率的か
つ効果的に情報発信を行うことができることから、特定の媒体を活
用するものであり、契約の相手方がラジオ関西の唯一の広告代理店
である当該業者に特定されることから、契約の性質又は目的が競争
入札に適さないため。

第 ２ 号
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備　 考事業実施課所 契約に係る業務名 契約締結年月日

地方自治
法施行令
第１６７
条の２第
１項中の
該当号

№
契約の相手方の
名称及び所在地

契約金額（円） 随意契約の理由
消費税額及び地方
消費税の額を含む。

63
美作県民局
地域政策部
地域づくり推進課

地域と高校生の協働
による地域課題解決
支援事業

令 和 5 年 4 月 1 日

（特非）みんなの集落研究所
岡山県岡山市北区表町１－４
－６４
上之町ビル３階

2,674,100

　本事業は、美作県民局管内の高校や地域運営組織等を対象に、地
域と高校生の協働による持続可能な中山間地域形成や地域への愛着
心醸成を図ることを目的としている。
　このことから、地域運営組織及び地域課題に関する豊富な知識と
経験を持ち、地域学分野において管内の高校と幅広いネットワーク
を構築していることが必要不可欠であり、当該法人は業務を円滑か
つ確実に実施することが見込まれる唯一の団体であることから、履
行可能な相手方が特定される契約であり、契約の性質及び目的が競
争入札に適さないため。

第 ２ 号

64
美作県民局
地域政策部
地域づくり推進課

関西圏販路拡大支援
事業
（ハレツナガルマー
ケット梅田棚借り）

令 和 5 年 4 月 1 日

（株）コンタン
東京都港区赤坂２－１６－６
ＢＩＺＭＡＲＫＳ赤坂３１７
号室

2,304,000

　本事業は、関西圏最大規模の駅である大阪駅に隣接する商業ビル
内にあり、各種メディアからの注目度も高く、幅広い年代の消費者
が訪れる「ハレルツナガルマーケット梅田店」において、継続して
テストマーケティングを実施するものである。
　(株)コンタンは、当該店舗唯一の管理運営事業者であり、商品ブ
ラッシュアップセミナーと相談会を含む商談会を一体で開催するこ
とで、よりきめ細かい販路開拓支援が期待でき、円滑な事業実施が
見込まれる。
　以上のことから、契約の相手方が特定され、契約の性質または目
的が競争入札に適さないため。

第 ２ 号

65
美作県民局
建設部
管理課

市町管理水門及び樋
門管理業務

令 和 5 年 4 月 1 日
津山市
岡山県津山市山北５２０

1,612,500

　本業務は、県が河川管理者として行うべき水門及び樋門の管理、
操作等に係るものであり、河川管理上、人名、財産を守る極めて公
共性の高い業務であることや、増水時期において迅速かつ的確な対
応が求められることから、これを適切に実施できるのは水門及び樋
門所在の津山市以外になく、契約の性質又は目的が競争入札に適さ
ないため。

第 ２ 号

66
美作県民局
津川ダム管理事務所

津川ダム管理事務所
宿日直警備業務

令 和 5 年 4 月 1 日 個人　計６名

宿直単価（平日）
8,870円
宿日直単価（休
日）
17,740円

　本業務は、勤務時間外におけるダム及びダム周辺と管理設備機器
の監視を行い、また、異常発生時に職員への連絡を行うものであ
り、ダム周辺の状況に精通するとともに、協力的で信頼のおける者
であることが重要であることから、契約の相手方が特定され、契約
の性質又は目的が競争入札に適さないため。

第 ２ 号
単価契約
予定総額　4,337,430円
一部非公表

67
美作県民局
津川ダム管理事務所

津川ダム環境整備施
設管理業務（加茂支
所分）

令 和 5 年 4 月 5 日
津山市
岡山県津山市山北５２０

1,573,000

　本ダム貯水池周辺の環境整備施設は、平成８年４月に「津川ダム
管理に関する協定書」第５条に基づき、津山市と本県で管理に関す
る協定を結んでいる。
　当施設は、津山市道に接しているため、管理運営上及びダム防災
上、周辺環境を熟知し、管理している津山市に委託すれば、市の施
設と一体的な管理が行えることから、適正な管理が期待できると判
断され、契約の性質又は目的が競争入札に適さないため。

第 ２ 号
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備　 考事業実施課所 契約に係る業務名 契約締結年月日

地方自治
法施行令
第１６７
条の２第
１項中の
該当号

№
契約の相手方の
名称及び所在地

契約金額（円） 随意契約の理由
消費税額及び地方
消費税の額を含む。

68
美作県民局
津川ダム管理事務所

津川ダム環境整備施
設管理業務（勝北支
所分）

令 和 5 年 4 月 5 日
津山市
岡山県津山市山北５２０

1,573,000

　本ダム貯水池周辺の環境整備施設は、平成８年４月に「津川ダム
管理に関する協定書」第５条に基づき、津山市と本県で管理に関す
る協定を結んでいる。
　当施設は、津山市道に接しているため、管理運営上及びダム防災
上、周辺環境を熟知し、管理している津山市に委託すれば、市の施
設と一体的な管理が行えることから、適正な管理が期待できると判
断され、契約の性質又は目的が競争入札に適さないため。

第 ２ 号

12


